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「地球温暖化対策の推進に関する法律」の概要

• 政府による地球温暖化対策計画の策定 ※計画に対する進捗状況を毎年度点検。計画は３年に１回⾒直し。
• 地球温暖化対策推進本部の設置（本部⻑︓内閣総理⼤⾂ 副本部⻑︓官房⻑官、環境⼤⾂、経済産業⼤⾂）

【法⽬的】⼤気中の温室効果ガス濃度を安定化させ、地球温暖化を防⽌すべく、社会経済活動による温室効果ガスの排出量の削減等を
促進する。

【基本理念】我が国における2050年までの脱炭素社会（⼈の活動に伴って発⽣する温室効果ガスの排出量と吸収作⽤の保全及び強化に
より吸収される温室効果ガスの吸収量との間の均衡が保たれた社会）の実現を⽬指す。

１．法⽬的、基本理念

２．地球温暖化対策の総合的・計画的な推進の基盤の整備

３．温室効果ガス排出量の削減等のための個別施策（⼀部抜粋）

【政府実⾏計画】
 政府は、⾃らの事務・事業に伴う温室効果ガスの排出量を削減するための計画

を策定し、進捗状況を毎年度点検する。
【地⽅公共団体実⾏計画】
 都道府県及び市町村は、⾃らの事務・事業に伴う温室効果ガスの排出量を削

減するための計画を策定し、進捗状況を毎年度点検する。
 加えて、都道府県及び⼤規模な市は、区域内の、再⽣可能エネルギーの利⽤

促進や事業者・住⺠の排出削減に関する事項について、⽬標と計画を策定す
る。

政府実⾏計画、地⽅公共団体実⾏計画

 温室効果ガスを年間3,000トン以上排出する事業者（エネルギー起源CO2は、
エネルギー使⽤量が年間1,500キロリットル以上の事業者）に、⾃らの排出量
を算定し国に報告することを義務付け、報告された情報を国が公表。

 排出量の算定・報告は、事業者単位で⾏う。
※ ただし、⼀定規模以上の事業所を持つ事業者は、当該事業所単独の排出

量も報告。
 排出量に関連する定性情報を任意で報告することも可能。

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度

 環境⼤⾂が、地球温暖化対策を⾏う団体を「全国地球温暖化防⽌活動推
進センター」として指定。

 都道府県知事等が、地球温暖化対策を⾏う団体を「地域地球温暖化防⽌
活動推進センター」として指定。

 都道府県知事等が、地域住⺠のうち地球温暖化対策に関して熱意と識⾒を
有する者に、「地球温暖化防⽌活動推進員」を委嘱。

全国/地域地球温暖化防⽌活動推進センター 等

森林等による吸収作⽤の保全等
 政府及び地⽅公共団体は、温室効果ガスの吸収作⽤の保全及び強化を図

る。

 財政投融資と⺠間からの出資を活⽤し、脱炭素化に資する事業を幅広く⽀援。

株式会社脱炭素化⽀援機構
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温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要

 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度（以下「SHK制度」という。）は、「地球温暖化対策の推進に
関する法律」（温対法）に基づき、温室効果ガスを⼀定量以上排出する事業者に、⾃らの排出量の算定
と国への報告を義務付け、報告された情報を国が公表する制度。

 排出者⾃らが排出量を算定することによる⾃主的取組のための基盤の確⽴と、情報の公表・可視化による
国⺠・事業者全般の⾃主的取組の促進・気運の醸成を制度の⽬的とする。
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※ 排出量の増減理由や排出削減の取組内容など、排出量に関連する情報も任意で報告可能。
※ 特定排出者は、⾃⾝の排出量が公表されることで⾃⾝の権利利益が害される恐れがあると思料する場合は、事業所管⼤⾂

に権利利益の保護を請求することが可能。
※ 報告義務違反⼜は虚偽報告に対しては罰則。

②事業所管⼤⾂は、報告さ
れた情報を環境⼤⾂・経
済産業⼤⾂に通知

特定排出者
⼀定量以上の温室効果ガスを
排出する事業者（公的部⾨を
含む）
※温室効果ガスを⼀定量以上

排出する事業所（特定事業
所）を持つ場合は、当該事
業所の排出量も算定・報告

①対象となる事業者（特定排出者）は、
⾃らの前年度の排出量を算定し、⾃
らが⾏う事業を所管する⼤⾂に報告

③環境⼤⾂・経済産業⼤⾂
は、通知された排出量と
その関連情報を公表

報告 通知 集計

SHK制度の算定・報告から公表までの流れ

算定

閲覧公
表
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温室効果ガス別の算定排出量（基礎排出量）
⾃らの事業活動に伴い直接的⼜は間接的に排出した温室効果ガスの排出量

調整後温室効果ガス排出量（調整後排出量）
基礎排出量を基本とし、クレジットの無効化量等を考慮し調整した温室効果ガス排出量

 報告対象となる温室効果ガス

報告対象となる排出量の種類

温室効果ガスの種類
エネルギー起源⼆酸化炭素（エネルギー起源CO2）

⾮エネルギー起源⼆酸化炭素（⾮エネルギー起源CO2）

エネルギー起源⼆酸化炭
素以外の温室効果ガス

（6.5ガス）

メタン （CH4）

⼀酸化⼆窒素 （N2O）

ハイドロフルオロカーボン類 （HFC）

パーフルオロカーボン類 （PFC）

六ふっ化硫⻩ （SF6）

三ふっ化窒素 （NF3）
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報告対象となる事業者

エネルギー起源CO2
省エネ法の特定事業者⼜は特定連鎖化事業者
省エネ法の認定管理統括事業者⼜は管理関係事業者のうち、全ての事業所のエネルギー使⽤量合計が
1,500kl/年以上の事業者

特
定
事
業
所
排
出
者

上記以外で全ての事業所のエネルギー使⽤量合計が1,500kl/年以上の事業者

原油換算エネルギー使⽤量が1,500kl/年以上となる事業所（特定事業所）を設置している場合には当
該事業所の排出量も内訳として報告特定事業所

省エネ法の特定貨物輸送事業者
省エネ法の特定旅客輸送事業者
省エネ法の特定航空輸送事業者
省エネ法の特定荷主
省エネ法の認定管理統括貨客輸送事業者⼜は管理関係貨客輸送事業者であって、輸送能⼒の合計が300両以上の

貨客輸送事業者
省エネ法の認定管理統括荷主⼜は管理関係荷主であって、貨物輸送事業者に輸送させる貨物輸送量が

3,000万トンキロ/年以上の荷主

特
定
輸
送
排
出
者

エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス（6.5ガス）
次の①及び②の両⽅の要件をみたす事業者

①事業者全体で常時使⽤する従業員の数が21⼈以上
②算定の対象となる事業活動が⾏われており、温室効果ガスの種類ごとに事業者の排出量合計がCO2換算で

3,000tCO2/年以上となる事業者

特
定
事
業
所
排
出
者

温室効果ガスの種類ごとに排出量がCO2換算で3,000tCO2/年以上となる事業所（特定事業所）を設
置している場合には、当該事業所の排出量も内訳として報告特定事業所



7

SHK制度の算定⽅法の基本的考え⽅

SHK制度は、排出者⾃らが排出量を算定することによる⾃主的取組のための基盤の確⽴と、情報の公表・可
視化による国⺠・事業者全般の⾃主的取組の促進・気運の醸成を制度の⽬的としており、基本的枠組みは以
下のとおり。
１．事業者の排出実態に即した算定を実施
⇒最新の科学的知⾒に基づき、かつ幅広い活動を算定対象とする国家インベントリの算定⽅法を踏まえて設定
２．事業者の算定・報告負担を軽減
⇒エネ起CO2については、省エネ法の枠組みを活⽤
３．事業者の削減努⼒を可能な限り反映
⇒「電気事業者別排出係数」、「ガス事業者別排出係数」、「熱供給事業者別排出係数」、「調整後温室効果
ガス排出量」等をSHK制度独⾃に導⼊

SHK制度の算定⽅法の原則・基本的枠組み

算定⽅法の前提

国内法による義務的制度
地理的範囲 ︓国内
算定対象期間 ︓前年度１年間
算定・報告単位 ︓事業者単位
算定⽅法 ︓政省令で具体的に規定

温対法に基づく制度として創設
算定範囲 ︓政府・地⽅公共団体の排出量の算定範囲（SHK

制度導⼊以前から温対法で規定）に合わせ、
“直接排出＋エネルギー使⽤に伴う間接排出”と
設定
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SHK制度の算定に関する基本的な考え⽅（３．削減努⼒の反映）

 事業者の削減努⼒を可能な限り反映するため様々な措置を実施。
 事業者⾃らの削減努⼒を反映した排出量を表す「基礎排出量」においては、実測等の算定⽅法を認

めるとともに、電気事業者から供給された電気の電源や証書による環境属性等による違いを排出係数
に反映するため電気事業者別等に係数を設定。

 他者の排出削減・吸収の取組に事業者が寄与する取組等を評価する「調整後排出量」も算定・報告。

実測等の算定⽅法の採⽤
基礎排出量

調整後排出量

電気・熱・ガス事業者別係数

電気・熱・ガス事業者別・メ
ニュー別調整後係数

廃棄物原燃料使⽤の控除

クレジット（認証排出削減
量）による調整

さらなる削減努⼒を反映するための仕組み

他者の削減・吸収の取組への事業者の寄与を評
価するため

廃棄物の有効利⽤を促進し化⽯燃料の使⽤削減
に貢献する取組を評価するため

理由

事業者が供給を受けるエネルギーの環境属性等の
違いを反映するため

供給事業者のクレジット利⽤等の取組を反映する
ため

事業者の排出実態をより正確に反映するため

仕組み排出量の種類



9

排出量集計結果の概要（2021年度実績）

※部⾨別はエネルギー起源CO2のみ。
※運輸部⾨は⾃家⽤乗⽤⾞を除く

出所）環境省、経済産業省「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出
量算定・報告・公表制度における令和３年度温室効果ガス排出量の集計結果の公表につ
いて」及び国⽴環境研究所 温室効果ガスインベントリオフィス「⽇本の温室効果ガス排出量
データ（1990〜2021年度確報値）（2023.４.21）」より作成

【報告事業者数】
○特定事業所排出者︓11,963事業者

（エネ起CO2のみ︓11,178事業者、
6.5ガスのみ: 114事業者, 両⽅:671事業者）

○特定事業所︓14,915事業所
○特定輸送排出者︓1,321事業者
○合計︓13,284事業者

※合計は特定事業所排出者と特定輸送排出者の両⽅を報
告している事業者（727事業者）の重複を含む。
※同⼀事業者で指定区分が異なる特定輸送事業者の場合
は重複している。

【報告された算定排出量の合計】
6億1,358万tCO2

（内訳︓
特定事業所排出者 5億8,797万tCO2、
特定輸送排出者 2,562万tCO2）
調整後排出量5億6,813万tCO2

本制度で報告された排出量の⽇本の総排出量に占める割合
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現在のSHK制度における報告事項

 現在の制度では、事業者の基礎情報及び排出量（基礎排出量、調整後排出量）のみが義務的報告事
項となっている。

 公表・開⽰される情報に対する理解の増進のため、排出量の報告にあわせて関連情報を報告できる任意報
告様式が⽤意されている。

① 温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報
② 温室効果ガスの排出原単位の増減の状況に関する情報
③ 温室効果ガスの排出量の削減に関し実施した措置に関する情報(省エネ・再エネ・エネルギー転換の状況・その他)
④ 温室効果ガス算定排出量等の算定⽅法及び算定の基礎となるデータの管理⽅法に関する情報
⑤ 温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量以外の温室効果ガスの排出量並びに吸収量等に関する情報
⑥ 温室効果ガスの排出量等の信頼性向上に関する情報
⑦ 気候変動関連の⽬標、計画及び情報開⽰に関する情報

任意報告事項

関連情報の提供件数（令和３年度排出量分）

特定事業所に係る情報事業者に係る情報
28事業所14事業者特定事業所排出者

-0事業者特定輸送排出者
42事業者・事業所合計
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最近の検討状況

 令和３年度の地球温暖化対策推進法の改正により、電⼦システム（EEGS）による報告に向けた措置
が図られるとともに、事業所ごとに報告された排出量は開⽰⼿続なく公表されることとなった。

 デジタル化等の⽅策を検討するため、令和３年９⽉に「温対法改正を踏まえた温室効果ガス排出量算定・
報告・公表制度検討会」を設置した。

 令和４年１⽉より、国内外の状況変化に対応した算定対象・⽅法の⾒直しについては、「温室効果ガス排
出量算定・報告・公表制度における算定⽅法検討会」を設置した。

 令和３年９⽉〜12⽉（２回開催）

 主な議題

 電⼦報告の原則化

 公表データの活⽤促進

 任意報告の拡充

報告・公表⽅法検討会

 令和４年１⽉〜現在（９回開催）
 主な議題

 算定対象活動・排出係数⾒直し
 電気の使⽤に伴う排出量算定⽅法
 ガス・熱事業者別排出係数
 証書及びカーボン・クレジットの扱い
 廃棄物の原燃料利⽤の扱い
 CCS及びCCUの扱い
 森林吸収等の扱い

算定⽅法検討会
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温対法改正を踏まえたSHK制度検討会の経緯

 Ｒ３法改正を受け令和３年９⽉に「温対法改正を踏まえた温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度
検討会」を設置。同検討会は２回開催し、①報告の電⼦化、②公表データの活⽤促進、③任意報告の
拡充について当⾯の取組案の取りまとめを⾏った。

R5年度〜R4年度R3年度実施内容

① 電⼦報告システム(EEGS)の
着実な整備・改善

② EEGSの周知等を通じた電⼦
報告の原則化

電⼦報告
の原則化

① 電⼦報告に加え、２段階公
表による公表の迅速化

② EEGSにおける情報のわかりや
すい公表

③ 公表データやその活⽤⽅法等
の周知

④ 算定⽅法の⾒直し

公表データ
の活⽤促
進

① TCFD等を踏まえた任意報告
様式の改善

② 積極的な事業者の取組の評
価や、社会的理解の促進

任意報告
の拡充

EEGSでの報告機能構築 ・R4報告からEEGSでの報告開始（R4年５⽉⽬途）
・EEGSの運⽤状況を⾒つつ必要な改善

EEGSの周知 電⼦報告率やシステム稼働状況も踏まえつつ、
更なる周知や省令整備等の検討・実施

２段階公表のルール整備
（省令）

R4報告分から、
２段階公表を開始

EEGSでの公表機能構築 EEGSでのわかりやすい
公表を開始

活⽤⽅法の整理 報告者・ステークホルダーへの周知

任意報告様式の整備
（省令）

R5報告から、新たな
任意報告様式の開始

EEGSへの反映
周知

活⽤事例の創出・整理、指針の整備

国際動向も踏まえた項⽬の⾒直し

算定⽅法⾒直しの検討（別途検討し、順次反映）

第2回温対法改正を踏まえた温
室効果ガス排出量算定・報告・
公表制度検討会資料より抜粋
（⼀部改変）

EEGS（電⼦報告化）活⽤の取組内容
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省エネ法・温対法・フロン法電⼦報告システム（EEGS）のデジタル化

 令和４年度報告より、事業者の温室効果ガス排出量報告のデジタル化を促進。
 また、令和５年度には公表機能を実装し、同年度２⽉に公表した令和３年度からウェブサイトにて集計結

果の公表を⾏っている。

 年度毎の排出量推移が⼀覧化される。
 結果公表については任意。

排出量確認画⾯ 算定結果公表画⾯

ポイントポイント
 ガスごとの排出量確認が可能。

イーグス
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公表の迅速化

 令和３年度以前の報告は紙媒体が中⼼であり、このため集計⼯程の⻑期化で公表までに２年以上を要して
いた。

 電⼦報告（EEGS）による作業の効率化により、公表までの期間を１年程度に短縮することが可能となった。

事業所管省庁事業者 制度所管省庁(環境省・経産省)

報
告
書
電
⼦
化

報告書提出

公
表
資
料
作
成

排
出
量

集
計

報
告
書確

認

排出量等に
関する疑義

疑義照会①

報
告
書

共
有

排出量情報の通知

PDF形式

疑義照会② 疑義照会③

疑
義
照
会
③
回
答
内
容

確
認

報
告
書
作
成 XML形式

報
告
書

受
理

集計結果
公表

電⼦化に伴う
疑義

基本情報等に
関する疑義

電⼦報告システムからの
エクスポートデータ

EEGSの活⽤による効率化

２年以上→１年程度
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排出量集計結果の公表内容（⼀部抜粋）
 令和３年度実績の報告からウェブサイトにて、特定事業所排出者別・特定事業所別・特定輸送事業者別の

排出量や、業種別排出量・特定事業所の都道府県別排出量の集計結果を公表。
 閲覧数はおよそ150件/⽇（R６年３⽉〜７⽉集計）

出所）「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 フロン類算定漏えい量報告・公表制度ウェブサイト」
https://eegs.env.go.jp/ghg-santeikohyo-result/ （最終閲覧⽇︓2024年7⽉23⽇）
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EEGSの普及

 電⼦報告化を円滑に実現するため、下記リーフレット等により幅広くEEGSの周知を⾏った。
 令和４年度実績の報告において、電⼦報告率は約80％であった。

 システムのメリットや事前準備の⽅法を
簡潔にまとめた「リーフレット」と、操作⽅
法のイメージが分かる、やや詳細な「パ
ンフレット」を作成し、Webで公開。

事業者向け
リーフレット・
パンフレット

実施内容

 上記「リーフレット」を、前年度報告を
⾏った事業者に郵送または電⼦メール
で送付。

ダイレクト
メール

 事業者向けの制度説明会において、
新システムの使い⽅について説明。
（Web開催）

 説明内容を動画撮影し、Webで配信。

事業者向け
説明会

周知リーフレット
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温室効果ガス排出量の任意算定・公表、温対法の報告対象チェック

 令和６年度６⽉からEEGSで、報告義務対象者以外の事業者も、任意で温室効果ガス排出量の算定・
公表を⾏うことができるようになった。

 今後、任意報告機能の活⽤が進むよう、周知を図っていくことが課題。
公表ページのトップ画⾯ 個別事業者の情報の公表画⾯

自主的な公表値はここで
公表されます。



19

報告検討会を踏まえた対応状況及び今後の課題

 報告検討会での議論を踏まえ、報告のデジタル化やその普及を図ってきたところ。
 ⼀⽅、本制度の公表データの認知度は⾼くなく、認知されていても活⽤はあまり進んでいない。

実施内容

・電⼦報告システム(EEGS)の着実な整備・改善
・EEGSの周知等を通じた電⼦報告の推進

電⼦報告の
原則化

・電⼦報告による公表の迅速化
・EEGSにおける情報のわかりやすい公表
・公表データやその活⽤⽅法等の周知

公表データの
活⽤促進

・TCFD等を踏まえた任意報告様式の改善
・積極的な事業者の取組の評価や、社会的理
解の促進

任意報告の
拡充

対応状況・課題
・EEGSにより報告から公表まで機能
を実装

・外部連携機能等を実装するなど改
善

・電⼦報告率が約８割のため、電⼦
報告率向上を図る必要がある

・報告から１年を⽬途に公表
・事業者単位・年度別の排出量の
データが閲覧可能

・⼀⽅で、閲覧数が少なく、データの
活⽤が進んでいない

・検討会を踏まえ、任意報告様式を
改正

・任意報告率は１％程度
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1. 温室効果ガス排出量
算定・報告・公表制度の概要

2. EEGSの活⽤状況について
3. SHK制度の⾒直しのイメージ

⽬次
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SHK制度の⾒直しのイメージ

 ⻑年⾒直しが⾏われていなかったSHKの算定⽅法の⾒直しを⾏うため、環境省・経済産業省がSHK算定⽅
法検討会を設置し、今年度はCCU/CCSの扱い等の算定⽅法の⾒直しについて検討している。

 今般、算定⽅法のみならず、国内外の動向や2050年カーボンニュートラルに向けた様々な取組の促進等を
踏まえ、⾃主的な取組の評価として任意報告のインセンティブを与えるよう、報告⽅法等を⾒直す必要がある。

 本検討会においては、まずは、直接・間接排出を区分した報告・公表への⾒直し、任意報告の⾒直し等を
議論する。


